
 

 

 

 

 

 

CCOOPP1166 等等にに向向けけたた産産業業界界のの提提言言  

（（共共同同提提言言））  
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（社）日本ガス協会  会長 鳥原 光憲 

（社）日本自動車工業会  会長 志賀 俊之 

日本製紙連合会     会長 篠田 和久 

（社）日本鉄鋼連盟   会長 林田 英治 

 



11..『『京京都都議議定定書書のの延延長長ににはは反反対対でですす』』  
 

 昨年の COP15（気候変動枠組条約第 15 回締約国会議）では、いわゆる「コ

ペンハーゲン合意」が策定されました。一部の国が反対したため採択には至り

ませんでしたが、「コペンハーゲン合意」は、各国がボトムアップで目標を策定

すること、その達成に向けた行動を重視すること等、公平かつ実効性ある新た

な枠組みの土台となりうることは、既に 140 カ国が賛同もしくは賛同する意思

を表明していることからも明らかです。しかし、それ以降の国際交渉では、先

進国と発展途上国との対立がむしろ鮮明になり、新たな枠組み構築の議論は膠

着状態に陥っています。こうした状況にかんがみ、一部の国(特に発展途上国・

EU など)において、2013 年以降に、何らかの形での「京都議定書の延長」を望

む動きがみられます。また国内でも、他国から「日本が京都議定書を殺した」

という非難を受け、国際的に孤立することを恐れる意見が一部で見受けられま

す。 

 

 しかしながら、京都議定書は、削減義務を負う対象国が、地球全体の CO2 排

出量のわずか 3 割弱しかカバーしておらず、主要排出国である米国・中国・イ

ンドが対象となっていない極めて丌公平かつ実効性の乏しい枠組みです。その

中で、特に経済成長著しい中国やインド等は、今後、一層の排出量増加が見込

まれており、京都議定書の温暖化対策としての実効性はますます低下すること

となります。 

 

 万が一、京都議定書の枠組みが継続されれば、 

（１）我が国産業の国際的な「イコールフッティング」が図れない状態が長期

化し、経済・雇用にも甚大な影響を及ぼします。 

（２）この結果、我が国よりもエネルギー効率の劣る他国の生産増につながり、

地球規模での CO2 排出増を招いてしまいます。 

（３）何よりも、日本政府が目指している「全ての主要国が参加する公平かつ

実効性のある国際枠組み」の早期構築に向けた国際的なモメンタムが喪

失します。 

 

地球温暖化の防止に向けて、今、必要なのは、一刻も早く「全ての主要国が

参加する公平かつ実効性のある国際枠組み」を構築することに尽きるのであっ

て、実効性に乏しく国際的公平性もない状態をさらに継続することを意味する

「京都議定書の延長」は、「次善」の策などではなく、極めて「丌適切」である

といわざるを得ません。 



  

 菅首相は、国会答弁において、「京都議定書をそのまま暫定的に延長すること

は、わが国の選択としてはあり得ない。それは取るべき道ではない。」と述べま

した。この発言に強く期待するとともに、日本政府におかれましては、厳しい

国際交渉の中で、日本が保有する優れた環境技術・製品の開発、普及を通じて、

引き続き地球規模での温暖化防止に貢献することを主張して頂き、「全ての主要

国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組み」の構築に向けて、真のリーダ

ーシップを発揮して頂き、万が一にも、「京都議定書」延長を受け入れることが

ないよう、強く要望致します。 

 

 

 

22..『『地地球球温温暖暖化化対対策策基基本本法法案案等等ににつついいてて』』  
 

今次の臨時国会に提出された「地球温暖化対策基本法案」については、私た

ち産業界は、従来から、国民の理解と納得を得られるよう十分に時間をかけ必

要な手続きを踏まえて頂くよう強く要請してきたところです。 

 

（１）温室効果ガスの中期削減目標について- 

 90 年比 25%削減という国際的に突出して厳しい我が国の中期目標については、

「1 実現可能性」、「2 国民負担レベルの妥当性」及び「3 国際的公平性」の視点

からの検証がなされるべきと考えます。 

 特に、昨今の急激な円高等により日本経済の先行きが丌透明な中、25%削減が

我が国の経済や国民生活・雇用にどのような影響を不えるのか、早急に政府と

しての統一見解を示し、国民に十分な判断材料を示すべきと考えます。 

  

（２）基本的施策(排出量取引制度、地球温暖化対策税、再生可能エ 

   ネルギーの全量買取制度)について- 

そもそも、省エネが進み、排出量削減余地が少ない我が国において、こうし

た政策は産業競争力に多大な影響を不える等様々な問題があり、安易な導入に

は反対です。現下の厳しい経済情勢の下、企業活動を抑制しかねないこれらの

政策を果たして他に優先して導入すべきなのか、十分な吟味が必要です。 

一つ一つの施策をバラバラに論じるのではなく、３つの施策全体としての効

果と費用・負担をまず分かりやすく明示し、透明で開かれた国民的な議論に付

すことが先決であると考えます。 

 



33..『『地地球球温温暖暖化化対対策策ににおおけけるる産産業業界界のの決決意意』』  
 

 地球温暖化対策における我が国産業界の役割は、技術力をてこに地球規模で

の温暖化防止に貢献することです。我々は、これまでのたゆみ無い省エネ努力

に留まらず、今後とも最先端の技術を最大限導入することにより、世界最高水

準のエネルギー効率の更なる向上を図るとともに、優れた製品の供給を通じて

広く社会の CO2 削減にも積極的に貢献する決意です。また、知的財産の保護な

ど前提条件を日本政府に整備して頂いたうえで、省エネ技術を世界へ移転･普及

すること等により、地球規模での温暖化対策にも積極的に取り組む所存です。

こうした解決方法は、9 月 14 日に公表された日本経団連の提言『地球規模の低

炭素社会の実現に向けて』とも軌を一にするものであり、産業界の総意と考え

ます。 

 

日本政府におかれましては、我が国産業界の技術力を活用し、地球規模での

温暖化対策をリードするとともに、我が国が技術立国として更に発展するよう

な「環境と経済を両立させる」政策を実現されるよう切に願う次第です。 

以上 


